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貴殿 らか ら当庁 あてに送付 された平成 24年 1月 24日 付 けの 「告発状」 と題

す る書面 を拝見 しま した。

告発 は,刑罰法規に該 当す る具体的な犯罪事実 を捜査機 関に申告 して犯人の処

罰 を求めるものですか ら,具体的な事実をできる限 り特定 し,構成要件 に沿 つて

記載 していただ く必要があるところ,貴殿か ら送付 され ま した 「告発状」 と題す

る書面を拝見 して も,構成要件 に沿つた形で犯罪事実 を特定 して記載 されている

とは認 めがたい と思料 されます。

即 ち,貴殿 の 「告発状」においては,罰 条 として,人 の健康 に係 る公害犯罪の

処罰 に関す る法律第 3条 な どが記載 されています。しか し,そ の法律 については ,

人の健康 に係 る公害犯罪の処罰 に関す る法律 とい う名称 自体や,そ の第 3条第 1

項が,構成要件 の一つ として ,「 事業活動 に伴 つて」 とい う要件 を規定 してい る

ことか らも明 らかであるよ うに,こ の法律 は,いわゆる公害の排 出規制 を強める

目的で制定 された ものであ り,有害物質の管理一般 の規制強化 を 目的 とした もの

ではない と理解 されています。

そ こで,貴殿が,犯罪事実 として告発状 に記載 されている内容 を見 る限 り,そ
の内容が,人 の健康 に係 る公害犯罪の処罰 に関する法律 の上記制定 目的・趣 旨に

合致 してい ると判断す ることが困難です し,ま た,過去の複数の最高裁判例で も ,

「事業活動 に伴 つてJと い う要件等 に基づいて,過失 の事故によ りたまたま有害

物質を排 出 して も本罪 には当た らない と判示 されていますので,貴殿 の告発状の

内容では,人の健康 に係 る公害犯罪の処罰 に関す る法律違反の構成要件 に該 当す

ることについて十分な記載がな されてい るとは言い難い と考 え られます。

また,貴殿 の告発状 には,こ れまでの各関係機 関が広報 した内容等が多数列挙

されていますが,報道等によります と,福 島原発 に対 しては様 々な措置が講 じら

れてい る途 中であ り,貴殿 が問題意識 を持つてお られ る事態 について も,そ の原

因究明は,そ の究明の能力 を有す る関係機 関において今後行われ るもの と思料 さ

れますので,こ うした今後の事態の推移・進展等 をも十分に踏 まえた上で,貴殿

におかれて,上記各点な どをさらにご検討いただきた く,貴殿か ら送付 された前

記書面はお返 しいた します。


